
公益法人
の区分

国認定、都
道府県認
定の区分

文部科学省
独立行政法
人日本学生
支援機構

7020005004962
公益財団法人大阪
国際交流センター

5120005015258
法人会費（法人
会員、年会費）

100,000 一口100,000 令和2年1月29日

本機構大阪日本語教育センター
の隣接施設であり、卒業式や国
際交流フェス（本センター主催）等
に利用しており、会員となることで
施設使用料の割引が適用される
ため。また、当該法人とは協働し
て留学生の交流事業を実施する
機会が多い。

公財 国認定

（会費の場合）
支出の理由等

公益法人の場合

公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく
独立行政法人から公益法人への契約以外の支出についての情報の公開

所管府省
支出元独立行
政法人の名称

支出元独立行政法
人の法人番号

交付又は支出先法人名
称

契約の相手方の法人
番号

名目・趣旨等
交付又は支出額

（単位：円）

（会費の場合）
支出先法人が定める会
費一口当たりの金額、
もしくは最低限の金額

（単位：円）

交付又は支出日等
（支出決定日）

様式４ 
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